
「とやま IoTビジネスアイデアコンテスト 2017」募集要項 

 

１ 目的 

  IoT等の本格的な実用化の時代を迎え、地域が抱える課題を IoTを活用して解決するための

“ビジネスアイデア”を募集し、優れたアイデアを発掘・事業化支援することにより、IoT

を通じた先導的な取組を推進し、県内経済の活性化を図るもの。 

２ 応募資格 

  ＜一般の部＞ 

   ・県内在住の個人またはそのグループ 

  ＜学生の部＞ 

   ・県内在住もしくは県内の大学、短期大学、高等専門学校（４、５年生）及び専修学校等

に在籍する学生またはグループ 

※一般の部には、学生の応募も可能です。 

 

３ 募集アイデア 

  IoTを活用した地域課題の解決につながる富山県の未来を創造するビジネスアイデア 

  （地域課題の例：①健康寿命の延伸、②人手不足への対応、③伝統文化の保存・継承 

④地域公共交通の活性化、⑤地域の安心・安全など） 

４ 表彰及び副賞 

  ＜一般の部＞ 

  最優秀賞 １名 ２０万円 

  優秀賞  １名 １０万円 

＜学生の部＞ 

  最優秀賞 １名 １０万円 

  優秀賞  １名  ５万円 

※このほか「特別賞」も予定しております。 

 

５ スケジュール 

  （１）募集受付   平成 29年 11月上旬～平成 30年 1月 12日（金） 

  （２）審  査   1月下旬選考結果通知 

  （３）表彰・発表   平成 30年２月 15日（木）（IoT推進コンソーシアム第２回大会と合同） 

 

６ 応募方法 

  平成 30年 1月 12日（金）【必着】までに、応募用紙に必要事項を記載のうえ下記の事 

務局まで郵送、E-mailまたはＦＡＸにて、お申込みください。 

 

７ 提出先 

  〒930-8501 富山市新総曲輪１－７  

   富山県商工労働部商工企画課企画係  

    E-mail：ashokokikaku●pref.toyama.lg.jp 

    TEL：076-444-3243（直通）/FAX：076-444-4401 

       ※「●」記号を半角の「@」に置き換えてから送信してください。 



８ 審査基準 

  ビジネスアイデアを「地域への貢献性」、「新規性・独創性」、「市場性・成長性」、「事業可能

性」、「継続性」等の観点から書類選考いたします。 

  ※「学生の部」では、若者の発想を生かした新規性・独創性のあるアイデアを重視します。 

 

９ 受賞者に対する支援 

  受賞者に対しては、ホームページや報道機関への情報提供のほか、ビジネスチャンスを拡大

するための各種支援を行う予定です。 

 

１０ 注意事項 

  （１）プラン作成のための経費及び審査会等への参加のための交通費等は自己負担となります。 

 （２）受賞者は、富山市内で行う表彰式に出席していただきます。 

 （３）応募者名や応募プランは内容の全部又は一部をホームページ等で公表する場合がありま

すので、特別なノウハウや秘密事項については、応募者の責任において法的保護の対策

をしたうえで、公表しても差し支えない範囲で応募してください。 

 （４）本コンテストに伴い、当局が知り得た個人情報は、本人が同意している場合を除いて、

本コンテストに関する以外の利用や第三者に提供することはありません。 

 （５）審査結果発表後においても、プランの盗作や応募用紙の内容に虚偽の事実があった場合

は、受賞の取り消し及び副賞の返還を求める場合があります。 

 （６）応募プランの記載内容が、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令

に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものが含まれている場合、当該

権利を使用した結果として生じる責任は、応募者が負うことにご同意願います。 

 （７）応募者は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 6号」に規定する

暴力団員ではないこと、暴力団員の影響を受けるものではないことを確約し、当コンテ

スト事務局が確認のために必要な官公庁への照会を行うことにご同意願います。 

 

１１ 主催・後援（予定） 

  主催 富山県 

  後援 富山大学、富山県立大学、富山高等専門学校、（一社）富山県銀行協会、（一社）富山

県情報産業協会、（一社）富山県機電工業会、富山県プラスチック工業会、（一社）富

山県薬業連合会、（一社）富山県繊維協会、（一社）富山県アルミ産業協会、富山県商

工会議所連合会、富山県商工会連合会、富山県中小企業団体中央会、（一社）富山県経

営者協会、富山経済同友会、（公財）富山県新世紀産業機構、（一財）北陸経済研究所 


